
広報

※処理手続きの都合上、前日16時までに
環境課又は各総合支所ほけん福祉課に
連絡をお願いします。

●伊野地区……役場本庁
●吾北地区……吾北総合支所
●本川地区……本川総合支所

問い合わせ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
環境課　　　　　　　　　 　 893‐1160
吾北総合支所ほけん福祉課 　 867‐2312
本川総合支所ほけん福祉課 　 869‐2114

飼えなくなった
犬の引取日

今月の主な内容

（住民基本台帳人口による）

（　）内は前年同月末日

いの町の人口いの町の人口

いの町ホームページ   http://www.town.ino.kochi.jp/

今月の納税

上下水道休日当番
いの町上下水道組合　　090‐9555‐6246

１月から役場の閉庁時間が１７時１５分に変更になります2
高知県消防操法大会開催　 伊野分団ポンプ車の部で優勝！　全国大会へ！4
成人式のご案内5

平成２２年度幼稚園入園のご案内17
平成２２年度保育園入園のご案内16

水道事業業務状況公表18

平成21年9月末日現在

N o . 6 2
2 0 0 9
1111

11月4日（水）・16日（月）・12月1日（火）・16日（水）
受付時間  8：30～9：30

固定資産税4期　国保税・介護保険料・後期高齢者保険料5期

●総人口　2６,878（27,365）人
●男　性　12,８67（13,083）人
●女　性　14,０11（14,282）人
●世帯数　11,1３9（11,188）世帯

（ ）内は前年同月末日

いの町いの町いの町町のののの人口人口人口
大会へ！ 平成21年9月末日現在

町道瓶ヶ森線周辺の紅葉町道瓶ヶ森線周辺の紅葉
（本川地区）（本川地区）

町道瓶ヶ森線周辺の紅葉
（本川地区）
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お知らせ

木
造
住
宅
耐
震
改
修
費
等

補
助
事
業
及
び
注
意
点
に
つ
い
て
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広告を掲載
しませんか

　　　　　　　　　町では、町の資産を広告媒体として活用
し、民間企業等の広告を掲載することにより、地域経済の活
性化を図ることを目的とした広告掲載事業を行っています。
企業や商品のＰＲなどに是非ご活用ください。
  広報 ホームページ 公用車両
  １／５段 天地６０ピクセル× １台につき
 規　　　格 縦４．７㎝×横１７．３㎝ 左右１５０ピクセル 側面は左右それぞれ５平方メートル以内
    後面は０．５平方メートル以内
 位　　　置 ５段目 トップページ 側面又は後面
 掲　載　料 ３か月：３０，０００円　６か月：６０，０００円 １か月
　  １２か月：１２０，０００円 １平方センチメートル当たり２円
 掲 載 期 間 ３か月・６か月・１２か月
 申込締切日 随時募集（掲載を希望する月の２か月前までにお申し込みください。）
 申込・ 企画課　　 ８９３－５８５５　　 ８９２－０３５３
 問い合わせ Ｅ－ＭＡＩＬ：kikaku@town.ino.kochi.jp

　１月から役場の閉庁時間が17
時15分に変更になります。
　これは、職員の勤務時間を国、
県、他の市町村の状況に合わせ
15分短縮することに
伴うもので、役場
の開庁時間は『８時
30分～17時15分』
になります。
　町民の皆さんの
ご理解とご協力をお
願いします。

役場の閉庁時間が
変わります

窓口は17時15分までに

いの町
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い
の
町
上
水
道

水
質
検
査
結
果

平成２１年9月分

※いの町ホーム
ページにも掲載
しています。 
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インフルエンザの感染拡大を防ぐために。。。新型新型新型
１．こまめな
　 手洗い・うがいを
　 徹底しましょう！

３．かかったあとは
　外出自粛をしましょう！

注意：重症化リスクの高い方は
　　　早期受診しましょう。

・持病のある方々の中には、治療の経過や管
理の状況により、インフルエンザに感染す
ると重症化するリスクが高いと判断される
方がいます。（※下欄参照）

・こまめな手洗いとうがい、人ごみを避ける
といった予防を心掛けてください。

・また突然の高熱や咳、のどの痛みなどの症
状が出たら、早期に受診してください。

※インフルエンザに感染すると重症化するリ
スクが高いと判断される方

　○慢性呼吸器疾患（ぜんそく・COPDなど）
　○慢性心疾患
　○糖尿病などの代謝性疾患
　○腎機能障害
　○ステロイド内服などによる免疫機能不全
　○妊婦　　○乳幼児　　○高齢者

2．咳エチケットを守りましょう！

　　咳エチケットとは：
人に向かって咳やくしゃみをしないこと。
とっさのくしゃみでは周囲の人から顔をそらし、
用意があればティッシュなどで口・鼻を覆います。
　　咳などが出続ける時はマスクの着用をして
　　　ください。

〔問い合わせ〕
高知県中央西福祉保健所 0889‐22‐1240（平日 8：30～17：30）
ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内） 893‐3811（平日 8：30～17：30）

※広報12月号で新型インフルエンザワクチン接種についてお知らせします。
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11
月
の

消
防
団
行
事
予
定

高
知
県
消
防
操
法
大
会
開
催

い
の
町
消
防
団
伊
野
分
団

ポ
ン
プ
車
の
部
で
優
勝
！ 

全
国
大
会
へ
！

新
入
団
員
の
紹
介
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平
成
２１
年
度
宝
く
じ
助
成
事
業

（
自
主
防
災
組
織
育
成
助
成
事
業
）に
つ
い
て
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仁
淀
川

町立伊野中学校町立伊野中学校

仁
淀
病
院

仁
淀
病
院

神
谷
↑

↓
八
田

↓
音
竹

い
の
町
総
合

い
の
町
総
合

健
康
セ
ン
タ
ー

健
康
セ
ン
タ
ー

高知県高知県
伊野伊野
合同庁舎合同庁舎

紙の博物館紙の博物館

伊野郵便局伊野郵便局

法務局法務局

いの町役場いの町役場

伊野警察署伊野警察署

サニーマートサニーマート
伊野店伊野店 枝川→

←波川

伊野中学校

仁
淀
病
院

い
の
町
総
合

健
康
セ
ン
タ
ー

高知県
伊野
合同庁舎

紙の博物館

伊野郵便局

法務局

いの町役場

いの警察署

サニーマート
伊野店

国道33号

すこやか
センター
伊　　野

JR伊野駅
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国
民
年
金
だ
よ
り
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　　　踏切の手前で
　　　止まって安全確認！
●踏切に入る前には一旦停止（向かい側に自分の車の
スペースができてから進入してください。）

●大型車は高さ制限に注意（まず一旦停止して、車
の高さを確認してから進入してください。）

●踏切内に閉じこめられたら（しゃ断棒は前上方に跳
ね上がります。そのまま前進して脱出してください。）

●もし踏切内で立ち往生したら（まず、列車を止めて
ください。そのためには、①踏切非常ボタンを押
してください　②非常ボタンのない踏切では、発
炎筒や赤色灯（旗）などを円形に振って列車を止め
てください。）

　踏切事故は、鉄・軌道運転事故の
ほぼ半数を占めるとともに、その
原因のほとんどが渋滞による停滞
（エンスト・落輪）と直前横断（しゃ
断機くぐり、突破、警報無視、一時
停止確認の不履行）にあります。
　また、踏切事故は、一旦発生すると重大事故に
つながる危険性も高い事故です。
　四国運輸局では、11月１日（日）から11月10日
（火）までの10日間を「踏切事故防止キャンペー
ン」として、自動車ドライバー等に対し踏切事故防
止のための意識高揚を図っています。

みんなでなくそう、
踏切事故
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　また相撲場の落成を記念し、

土佐南中学校相撲部の皆さん

による模範演技も行われ、演

技が披露されると、参加した

選手たちは歓喜の声を上げて

いました。

　競技が始まると会場は選手

に対する声援に包まれ、特に

低学年（１年から３年）、団体

決勝トーナメント戦の取組で

は、保護者の声援も飛び交い、

放送も聞こえないほどの熱気

に包まれていました。

　学校及び地域住民がかねてから希望していた相撲

場がスポーツ振興くじ助成事業（toto）の助成を受

け、伊野南小学校に落成しました。

　９月13日、「いの警察署管内少年相撲選手権大会」

が開催され、伊野小学校・枝川小学校・伊野南小学

校の１～６年生の個人戦に136名、団体戦に20チー

ムが参加しました。

伊野南小学校に
相撲場が落成

　（独）日本スポーツ振興センター助成事業
は、スポーツ振興くじの販売により得られ
る資金をもとに、地方公共団体及びスポー
ツ団体が、スポーツの振興を目的に実施す
る事業に対し助成を行っています。

お知らせ�
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仁淀病院からお知らせ

　リハビリテーションでは、主に理学療法、作業療法、言語療法（先月号広報参照）を行っています。
　入院患者さんで在宅へ帰られる方に対しては、必要に応じて退院前に訪問を行い、その人の身体機能
に合った住環境の整備（手摺設置、福祉用具選択等）のアドバイスを行っています。また、必要と思われ
る福祉用具や歩行補助具の適応や選択、在宅サービスについてのアドバイス等も行っています。

作業療法 とは
　身体又は精神に不自由さのある方が、再びその人らしい生活が送れるよう
に、作業活動を通して治療、指導、援助をします。

・食事、洗面、衣服の着脱、トイレ動作、入浴などの日常生活動作訓練
・生活活動補助していくために必要な自助具の
考案・作成

・高次脳機能障害を呈した方には、物事の記憶、
計算、日常生活活動の順序や方法の再学習の
指導

・精神機能低下の防止や楽しみを得る作業活動
の提供

★理学療法、作業療法、言語療法を受けるには、医師の処方箋が必要です。
　かかりつけの医師にご相談いただくか下記までお気軽にご相談ください。

～リハビリテーション
　　　　　　　について～

★どんな人が受けられる？
　リハビリテーションの主な対象疾患は、骨
折や変形性関節症、五十肩、腰痛症等の整形（外
科）疾患、脳卒中による麻痺や言語障害（摂食
嚥下障害）、肺炎等の臥床による廃用症候群を
生じた内科的疾患、腹部の手術後の外科的疾
患です。作業療法、言語療法では、高次脳機
能障害のリハビリテーションも行っています。

★どんなことをするの？
・手足の関節の動きや筋力の改善のための働
きかけ
・介護者の方への適切な介護方法の指導
・日常生活活動の自立に向けての環境設定・
調整

＜問い合わせ＞　仁淀病院　　　 ８９３－１５５１

理学療法 とは
　理学療法は病気や怪我、老化等により心身の機能が低
下したり障害を生じた方に対して運動療法（機能訓
練）や日常生活活動訓練、物理療法などの手段（手
法）を用いて心身機能の維持や向上（改善、回
復）を図り、家庭復帰や社会復帰するための治
療法です。

・関節可動域訓練、筋力強化訓練、歩行訓練、
基本動作訓練等の運動療法

・温熱療法、牽引、低周波等の物理療法
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介護保険被保険
者証について　

○65歳以上の方（第１号被保
険者）は全員に被保険者証
が交付されます。
○40歳以上65歳未満の方（第
２号被保険者）は、要介護
認定の申請を行った方（結
果「非該当」の方も含みま
す。）、又は被保険者証の交
付申請をした方に交付され
ます。
　被保険者証は、要介護認定を申請（更新）するときや、介護サービスを利用するときに必要となります。
大切に保管し紛失しないようにしましょう。
○こんな時は14日以内に届出をしてください。
　・紛失や破損したとき、氏名や住所が変わったとき　　
　・他の市町村へ転出したとき
　・被保険者が亡くなったとき
　・40歳以上65歳未満の方（第２号被保険者）で被保険者証を交付されている方が生活保護を受け、医療

保険を脱退したとき

 要介護認定について　
　介護保険のサービスを利用できる方は、要介
護（要支援）認定を受けた方で、認定を受けるた
めには申請が必要です。
≪要介護（要支援）認定の申請ができる方≫
○65歳以上の方（第１号被保険者）の場合
要介護又は要支援の状態にある方は、全員が
対象になります。
申請をする際、介護保険の被保険者証をご持
参ください。
○40歳以上65歳未満の方（第2号被保険者）の場合
加齢にともない生じた病気（特定疾病）が原因
で、要介護又は要支援の状態になった方が対
象になります。
申請をする際、医療保険の被保険者証をご持
参ください。

≪特定疾病≫
①筋萎縮性側索硬化症
②後縦靭帯骨化症
③骨折を伴う骨粗鬆症
④多系統萎縮症
⑤初老期における認知症
⑥脊髄小脳変性症
⑦脊柱管狭窄症
⑧早老症
⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑩脳血管疾患
⑪パーキンソン病関連疾患
⑫閉塞性動脈硬化症
⑬関節リウマチ
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑯がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回
復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。）

1

2

申請・問い合わせ

ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）  893－3810
吾北総合支所ほけん福祉課 867－2312
本川総合支所ほけん福祉課 869－2114
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　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、介護サービスをはじめ、保
健・医療・福祉など生活に関わるさまざまな相談に応じ、高齢者の生活を総合的に支えるた
めの地域の中核機関として、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置され、それぞ
れの専門性を生かし連携を取りながら支援します。
　また、要支援１、要支援２と認定された方のケアプランを作成するほか、高齢者や介護を
されている家族の方等の相談に応じます。

・足腰が弱まり、日常生活に不安を感じたとき
・認知症のような症状で日常生活に支障があるとき
・介護のことでどこに相談してよいか分からないとき
・高齢者で消費者被害にあったとき。また消費者被害にあった高齢者を見つけたとき
・高齢者で虐待にあったとき。また虐待されているような高齢者を見つけたとき  など

地域包括支援センターについて

こんな時、ご相談ください　

問い合わせ  　地域包括支援センター（すこやかセンター伊野内）　   ８９２－１６３５
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今回は相談の一例をご紹介します。
Ｑ）運動は骨にいいのですか？
Ａ）運動不足は骨密度を低下させる要因です。骨にカ
ルシウムを蓄えるためには、「骨に負荷をかける」こ
とが大事。そのために運動して骨に刺激を与えるこ
とで、カルシウムが骨につきやすくなります。また、筋肉も強くなるの
で骨折しにくくなるという面があります。手軽にできる散歩（ウォー
キング）や買い物に行くなど、こまめに体を動かすことがお勧めです。

『ほねほね相談会』のご案内

日　　　時　 　11月１７日（火）  （受付  9：30～11：00）　
場　　　所　 　すこやかセンター伊野
内　　　容　 　栄養相談　保健相談　骨密度測定

＊現在、食生活や生活習慣で気になることはないですか？
　管理栄養士や保健師がお話を聞いて相談に応じます。食事や運動についてのアドバイスを行
いますので、お気軽にご参加ください。今の骨の状態を知る一つの目安として、簡単な骨密度
測定も行います。

※事前に予約をしていただいたほうが、ゆっくりお話が聞ける場合がありますので、是非ご予約くだ
さい。

※なお、骨密度測定は医療機関の機器とは異なり、かかとの部分で測る簡易なものです。“背が縮む、
腰が痛い、背中が曲がってきた、圧迫骨折の既往がある ”など症状がある方は、医療機関での詳し
い検査をお勧めします。

申込・問い合わせ　　 ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内） 　　８９３－３８１１

全国生涯学習フォーラム高知大会を開催します全国生涯学習フォーラム高知大会を開催します全国生涯学習フォーラム高知大会を開催します全国生涯学習フォーラム高知大会を開催します
目　　的
　官民協働の生涯学習を通じて、地域をどのように
変革していくのかをテーマに掲げ、高知県を持続可
能な活力ある地域モデルとして、また、本県の豊か
な自然、独自の文化や歴史、産業等を活かしながら、
地域の特産物や伝統・歴史を全国にＰＲし、誘客に
つなげることを目的としています。
　

開催期間
平成２２年１１月２０日（土）～２２日（月）の３日間
　

内　　容
①総合開会式
　開催日：平成２２年１１月２０日（土）
　場　所：高知市文化プラザ「かるぽーと」
②全国生涯学習情報発信市及び地産地消・食育展
　場　所：高知ぢばさんセンター
③文化・芸術ライブステージ
　場　所：高知県民体育館

④テーマ別シンポジウム
　・「環境保全活動におけるＮＰＯ等との連携と環
境教育」

　・「地域再生における高等教育機関の果たす役割」
　・「学校を核とした地域コミュニティーの再構築」
　・「人材育成とキャリア教育～今こそ龍馬ＤＮＡ
を呼びさませ～」　

⑤市町村主催による事業
　

主　　催
　高知県・文部科学省の共催
　

問い合わせ
　高知県教育委員会 生涯学習課
　　　　　　　　 生涯学習全国大会係
　　　　　　  ８２１－４６６１
　　　　　　  ８２１－４５０５
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テレビ
　＜消す時は主電源をＯＦＦに＞
　リモコンでテレビを消してもエネ
ルギーを消費しています。待機電
力を減らすため、長時間使用しないときは、主電源を
切りましょう。
　＜ゲームが終わったらテレビもＯＦＦ＞
　テレビゲーム機の電源を切ると、テレビ画面には何も
映っていないので忘れがちですが、テレビの電源は
入ったままになっています。必ずテレビの電源も切る
よう気をつけましょう。
　＜画面を明るくしすぎないように＞
　テレビは、部屋の大きさや見方によって機種を選ぶこ
とが大切です。必要以上に画面を明るくしすぎたり音
量を上げすぎたりすることは控えましょう。

照明器具
　＜電球型蛍光ランプに取り替え、点灯時間の短縮を＞
　照明器具は、部屋の用途によって照明の明るさを使い
分け、必要以上に明るくしすぎないようにしましょう。
また、点灯時間を短縮したり、白熱電球を省エネ型の
電球型蛍光ランプに取り替えることで、省エネ効果を
より高めることができます。

　
お風呂
　＜シャワーは流しっぱなしにしない＞
　シャワーのお湯を流しっぱなしにせず、こまめに止め
ましょう。止めることで節水にもつながります。

　＜お風呂は間隔をあけずに入る＞
　できるだけ間隔をあけないように入浴し、追いだきを
しないようにしましょう。

　＜必ずフタをしましょう＞
　フタをしないと、バスタブに張ったお湯の熱がどんどん
逃げていきます。こまめにフタをして保温しましょう。

　
冷蔵庫
　＜熱い物は冷ましてから保存しましょう＞
　麦茶やカレーなど、温かいものをそのまま冷蔵庫に入
れると庫内の温度が上がり、冷やすのに余分なエネル
ギーが消費されるので注意が必要です。

できることから　はじめよう!!
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経費負担が過重となる（世帯当たりの経費が3.5万円超）場合に

国の助成を受けることができます。

http://digisuppo.jp/index.php/infocenter/donation/housing/ 

地上デジタル放送に関する問い合わせ

総務省　地デジコールセンター

電　話　　　0570‐07‐0101　（平日9：00～ 21：00、土・日・祝日9：00～ 18：00）

ビル陰等の受信障害対策用の「共同受信施設の施設管理者様」へ

共同受信施設のデジタル化対応が必要です
お急ぎください！助成金の申請受付は、2009年12月28日まで！

ビル陰等の受信障害対策のための共同受信施設（共聴施設）をデジタル化対応する際、

共聴施設をデジタル化対応に改修する場合  又は
ケーブルテレビに切り換える場合

デジタル化で新たに受信障害となる地域に共聴施設を設置する場合

電波の到来方向

高層
建築物

受信障害世帯
ケーブルテレビ局

アナログ放送 デジタル放送

高層
建築物新たな受信

障害地域

アナログ放送時
の共聴施設

デジタル放送用の新たな
共聴施設を設置する場合

（助成額の例） 最大で1/2の助成となります。
世帯当たりの負担額が3.5 万円以下の場合は対象外です。

＜ケーブルテレビに切り換える場合の主な条件＞

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 助成額

0 円

15,000 円

35,000 円

50,000 円

35,000 円

35,000 円

35,000 円

50,000 円

3.5 万円の場合

5万円の場合

7万円の場合

10万円の場合

加入する世帯当たりの負担 視聴者側負担額 助成額

70,000 円

100,000 円

35,000 円

50,000 円

7万円以下の場合

10.5 万円の場合

15万円の場合

上表と同じです。

（助成額の例） 最大で2/3の助成となります。

共聴施設をデジタル化対応に改修する場合  又は
ケーブルテレビに切り換える場合

デジタル化で新たに受信障害となる地域に共聴施設を設置する場合

・共聴施設を「改修」する場合より、ケーブルテレビに切り換えた
方が安価な場合に限られます。

・助成対象となる経費には、ケーブルテレビへの加入金と工事費
は含まれますが、毎月の利用料は含まれません。

＜受信障害対策施設新設の場合の主な条件＞

・アナログ放送の送信所とデジタル放送の送信所の場所が異な
る等により、デジタル放送で受信障害が新たに生じる場合に限
ります。

・受信障害対策のために、ケーブルテレビにより、地上アナログ放送の信号供給を
受けている場合、デジタル化工事は助成対象外です。

アナログ放送の受信障害対策共聴施設を
ケーブルテレビへ切り換える場合

アナログ放送の受信障害
（ビル陰）対策用の共聴施設
をデジタル化する場合

＊IP電話等、ナビダイヤルがつながらない方は、　03‐4334‐1111で、お受けしています。
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アパート・マンション等の「オーナー様」、「管理組合様」へ

共同受信施設のデジタル化対応が必要です
お急ぎください！助成金の申請受付は、2010年1月15日まで！

アパートやマンションなど共同住宅の共同受信施設（共聴施設）をデジタル化対応する際、

経費負担が過重となる（世帯当たりの経費が3.5万円超）場合に

国の助成を受けることができます。

地上アナログ放送用の
UHFアンテナ

地上デジタル放送用の
UHFアンテナ

地上デジタル放送対応部分

UU混合器

デジタルチューナー

地上VHF
アンテナ

UVブースター

分配器

デジタル
TV

デジタル
TV

アナログ
TV

テレビ
端子

テレビ
端子

デジタルチューナー

分配器

デジタル
TV

デジタル
TV

アナログ
TV

テレビ
端子

テレビ
端子

地上デジタル放送
地上アナログ放送

ケーブルテレビ局

幹線増幅器 分岐器 分岐器

加入する世帯当たりの負担

3.5 万円の場合

5万円の場合

7万円の場合

10万円の場合

35,000 円

35,000 円

35,000 円

50,000 円

0 円

15,000 円

35,000 円

50,000 円

視聴者側負担額 助成額

共聴施設を
デジタル化対応に改修する場合

共聴施設をケーブルテレビに切り
換えてデジタル化対応する場合

共聴施設を
デジタル化対応に改修する場合

共聴施設をケーブルテレビに切り
換えてデジタル化対応する場合

＜ケーブルテレビに切り換える場合の主な条件＞

詳細は、右記のホームページ又は助成金相談窓口にご連絡ください。

助成金制度に関する問い合わせ

総務省　テレビ受信者支援センター　助成金相談窓口

（助成額の例）  最大で1/2の助成となります。

電　話　　　0570‐093‐724　（平日9：00～ 18：00）

http://digisuppo.jp/

UVブースター

・共聴施設を「改修」する場合より、ケーブルテレビに切り
換えた方が安価な場合に限られます。

・助成対象となる経費には、ケーブルテレビへの加入金と
工事費は含まれますが、毎月の利用料は含まれません。

共聴施設をケーブルテレビに
切り換え

アナログTV
（Ｄ端子付）

アナログTV
（Ｄ端子付）

・世帯当たりの負担額が3.5万円以下の場合は
対象外です。

・ケーブルテレビに加入して地上アナログ放送
を視聴している場合、デジタル化工事は助成
対象外です。

＊IP電話等、ナビダイヤルがつながらない方は、　03‐5623‐3121で、お受けしています。
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平成 2 2 年 度

保育園入園のご案内
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平成 2 2 年 度

幼稚園入園のご案内
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水 道 事 業 業 務 状 況 公 表

　3月31日現在のいの町水道事業の概要、経理状況及び平成21年度予算・事業
概要を地方公営企業法に基づいて、次のとおり公表します。
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11 月 ・ 12 月 の 催 し 物
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パソコン教室のご案内　12月開催予定講座

パソコン相談室
毎週月曜日、パソコンでお悩みの方に無料で
ご相談を受け付けます。ただし、月曜日が祝日
などの場合には開催されないことがありますの
で、必ず、予約申込をお願いします。

（当日予約可能）

パソコン入門コース
パソコン入門コースは、初めてパソコンを触
る方や、以前使っていたけど、もう一度基礎か
ら学習したい方向けの講座です。
マウス操作の基本・キーボード入力の基本を
中心にパソコンの基礎を学習します。

インターネット入門コースは、インターネット
エクスプローラーソフトを使用し、便利なホーム
ページの使い方を紹介し、インターネットの注
意点などを学びます。
また、メールのやり取りの練習でソフト使用方
法を学習しネチケットと言われるメール操作の
マナーについても学習します。

インターネット入門コース

デジカメ写真編集　googleが提供する
Picasa（写真管理ツール）を使用し写真の整
理や切り取り・色調補正などの編集と写真を
スライドショーにするムービー機能を使いオリジ
ナルムービーの作成とギフトCDなどの作成を
行います。できるだけ写真を撮影してきていた
だくといろいろな工夫ができます。

デジカメ写真編集

音楽CD・DVD作成　パソコンへの音楽の取
り込みや家電のオーディオ機器で再生できる
音楽CD・DVDの作成を行います。

音楽CD・DVD作成

年賀状作成
年賀状作成　筆まめソフトを使用し毎年恒
例の年賀状作成を行います。
多くのイラストが入ったテキストを準備し楽しくオ
リジナルなはがきを作成します。
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11月のてくてくひろば

ぐりぐらひろば（いの町子育て支援センター）からのお知らせ

＊現地集合、現地解散です。日除け帽子を着用し、
水分補給のための水筒をご持参ください。親子
ともに動きやすい服装と履物でお越しください。
＊自家用車で参加される方は、枝川コミュニティ
センター駐車場をご利用ください。

＊なお、ほけん福祉課・町民課・図書館・吾北総合支所・吾北教育事務所・本川総合支所・本川教育事務所をはじめ、
町内各量販店（サンプラザ新鮮館天王・サンシャインラヴィーナ・サニーマート伊野店・サニーアクシスいの）に
設置している“ぐりぐらつうしん”や、  いの町ＨＰ　⇨　子育て情報　⇨　ぐりぐらひろばＨＰ  もご覧ください。

☆申込・問い合わせ　　ぐりぐらひろば（いの町総合健康センター内）　　　　892－3151

11月19日（木）
枝川幼稚園（10：00～11：30）
お友達といっしょに遊ぼう♪

申込締切日：１１月１６日（月）

中学生ふれあい体験 10日（火）伊野南中学校２年生が来所します。10：00～11：30

いちごサークル（保護者会主催） 15日（日）いの町健康まつりで“フリーマーケット”を行います。10：00～11：00

　

子育て学習会 24日（火）いの町少年育成センター指導による“防犯教室（誘拐防止）”を行います。

材料募集のお知らせと 12月１日（火）お楽しみ会で“手作り楽器”を作ります。
　　　　　　　 お願い　
　
クリスマス会へのお誘い 12月15日（火）に行います。おみやげも用意しますのでお早めにお申し込みください。
 （詳細は広報12月号でお知らせします。）

敬老の日プレゼント作
り♪

★陶芸教室★

★講演会★

中学生ふれあい体験 10日

ミュージッククラス♪

　子育て真っ最中のご家庭の皆さん、出産や子育てに不安を抱えていたり、
町外出身でお友達や子育て情報を求めているお母さんや妊婦さん！
　親子で集う遊びと語らいの広場“ぐりぐらひろば”に遊びにきてみませんか！？

☆各保育園や幼稚園に出向き遊んだり交流し
たりする“てくてくひろば”へのお誘い

　９～１０月には、季節の行事にちなんだ“お楽しみ会”や来所者ご夫妻
による“ミュージッククラス（英語で遊ぼう）”、子育て応援団“グーチョ
キパー”の託児支援をいただきながら講演会や陶芸教室等も開催しまし
た。様々な出会いや学びを通して、子育てに少しでもゆとりが生まれ、
お子さんとの関係がより深まることに繋がればと願っています。ぐりぐ
らひろばに来所されている方はもちろんのこと、子育て真っ最中のご家
族であれば、どなたでもご参加できます。是非お越しください。

＊中学生が乳幼児とふれあったり保護者からの話を聞いたりすることで「命の尊さ」「親
子の絆」「育児の大切さ」などを学びます。たくさんの赤ちゃんのご参加、ご協力を
よろしくお願いします。

＊フリーマーケット出品のための品物、主に子ども用品（服・遊具・ベビーカー・ベビー
サークルなど）のご提供をよろしくお願いします。（10日（火）まで受付）

＊来所者の方は、事前準備～当日運営～片付け等、ご協力をよろしくお願いします。

＊身近な空き容器等に自然物を入れた簡単な楽器を作ります。そこで、どんぐりなど
身近な木の実を入手できる方は、ぐりぐらひろばまでお寄せいただけると幸いです。

11月の行事予定 ★各行事へのご参加をお待ちしています。事前にお申し込みください。

ミニコンサート
日　時　11月16日（月）　10:30～11:30　
場　所　ぐりぐらひろば
講　師　宮田　幸子 先生
定　員　20名（定員になり次第、締め切ります。）
受　付　11月2日（月）～11月13日（金）

その他
＊身近な地域の方による楽器演奏と小さな人形劇も見られま
す。親子でご参加ください。お子様の託児が必要な方はお
申し出ください。
＊ご都合によりキャンセルされる方は、当日の朝までにご連
絡くださいますようお願いします。

ホッと
ママ講座

お知らせ
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『もりのなか』 世界傑作絵本シリーズ　－アメリカの絵本－

P e e kP e e k  a  B o oB o oP e e k  a  B o o ～ あかちゃんとおかあさんの絵本の時間 ～
11月17日（火）　10：30～11：00　☆毎月第3火曜日☆

＊子どもの本棚＊
核になる絵本19冊（No.5）

　マリー・ホール・エッツは1895年、アメリカのウィスコンシン州に生まれま
した。子どものころ「一人で森へ出かけて行って、動物たちが現れるのをじっ
と待っているのが好きだった」というエッツは、自分の幼少時代の思い出を
もとに多くの絵本を描いています。1934年に夫を病気で亡くし、自分を慰
めるために少しずつ描いた作品が『もりのなか』です。
　「ぼく」は、紙の帽子をかぶり、新しいラッパを持って森に散歩に出掛け
ました。昼寝をしていたライオンは髪をとかしてから、象の子はセーターを着
て、熊はなめていたジャムを持って、カンガルーは太鼓を持って…いろいろ
な動物たちが、支度をしてぼくの散歩についてきます。森でたくさん遊んで、
かくれんぼの鬼になったぼくが目を開けると、動物たちはいなくなっていて、そのかわりにお父さんがいたので
した。迎えに来たお父さんに「きっと、また今度まで　待っててくれるよ。」とうながされ、肩車に乗って帰って
いきます。
　思う存分空想の世界を楽しんだ後、帰ることのできる温かな場所がある…この何物にも代え難い安心感から
か、またすぐにページを繰って動物たちに会いに行きたくなります。
　子どもの空想の世界を描いた本が珍しかった時代。エッツは「心に静かに染み入り、温かく子どもを包んでく
れる絵本」を多く生み出し、その作品は今なお新鮮な喜びをもって迎えられています。
　この絵本の読み聞かせをすると、子どもたちは黒一色のシンプルで優しい絵に誘われ、自分も動物の行列に
並んだ気分になって楽しんでいるようです。文章量が少なく、繰り返しで構成されたお話なので、２歳前後か
ら楽しむことができます。
　マリー・ホール・エッツや同時代の作家の原書や翻訳本を手に取ってご覧いただけます。時代を超えて愛さ
れ続ける絵本の数々を、お楽しみください。

＊くつしたのあな＊ ～幼児から小学生のためのストーリーテリングと
　　　　　　　　　　　　　　　　　読み聞かせの時間～

11月21日（土）　14：30～15：00　☆毎月第3土曜日☆

＊読み聞かせ勉強会＊
11月12日（木）　10：00～12：00　☆毎月第2木曜日☆

マリー・ホール・エッツ 文／まさきるりこ 訳　1963年発行　福音館書店

＊朝の調べ＊
♪図書館でピアノコンサート
11月15日（日）　 9：00～9：30　【開場8時45分】
ピアノ　寺田　晶子さん　　ソプラノ　汲田　幸世さん

★クリスマス　コンサート★
12月6日（日）　 9：00～9：30　【開場8時45分】

ピアノ　梅原　千景さん・森岡　姫代さん

＊企画展＊
展示期間　11月8日（日）まで

「子どもたちへの贈り物　素敵な絵本」
　　　　　　　　　　　̶１９５０～６０年代の海外の絵本作家を中心に̶

絵本提供：つくし文庫主宰　青山章子氏（兵庫県在住）

絵本の読み聞かせ　７日（土）・８日（日）　10：30～11：00

～ボランティアにより運営されています～
天王コミュニティーセンター図書室

木曜日 16:30～18:30
土曜日 10:00～12:00

開室日

11月14日（土）　10：30～11：00　☆毎月第2土曜日☆
＊おはなしの森＊おはなし会

本　館

毎週月曜日・祝日
館内整理日
11月27日（金）

月・水・金・日曜日
祝日
11月3日（火・文化の日）

枝川分室

　 850－4360 　 850－4350

開館時間

休　館　日

電話番号

9：30～18：00

※いの町立図書館の本は返却できません。
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　このコーナーでは、各園・学校の取組や様子をお知らせし、地域の学校としての情報発信をして
います。地域の皆様には、様々な取組にご理解とご協力をいただいておりますが、今後とも地域ぐ
るみで子どもの健全育成に関わってくださいますよう、よろしくお願いします。
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1　職務内容
　　　○常勤講師は、公立小・中学校、県立学校の産休・育休・病休等の補充教員として勤務します。
　　　○非常勤講師は、小・中学校の教科、高等学校の教科・科目の授業時間だけ勤務します。

2　雇用期間
　　　○常勤講師は、産休・育休・病休等の補充の期間（最長約１年間）
　　　○非常勤講師は、最長約１年間、週当たり数時間から10数時間

3　資　　格
　　　　教員免許状（臨時免許状を含む。）を有する者

4　待　　遇
　　　　公立学校職員の給与に関する条例に準じて支給します。
　　　○常勤講師の場合
　　　　大学新卒（２２歳）で基本給約２０万円、その他通勤手当、期末手当、勤勉手当等諸手当あり
　　　○非常勤講師の場合
　　　　時給約３千円

5　願書・募集要項の配布場所
　高知県教育委員会事務局教育政策課、東部教育事務所・中部教育事務所・西部教育事務所、高知県東京事
務所・大阪事務所・名古屋事務所及び市町村（学校組合）教育委員会事務局
　高知県教育委員会事務局教育政策課の下記のホームページから、志願書等の応募書類の様式をダウン
ロードすることもできます。

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/kc2886.html
　また障害のある人を対象とした臨時教員も募集しています。要項もありますので下記へお問い合わせくだ
さい。

6　応募方法
　募集要項の「応募の手続」に従って、志願書、志願者調査表及び申告書等を、高知県教育委員会事務局教
育政策課に提出してください。

7　提出期間
　　　　平成２２年度４月初旬の採用を希望される場合は、平成２２年３月１２日までに出願してください。
　　　　なお、年度途中の採用については、平成２２年３月１５日以降でも出願を受け付けます。

 8　問い合わせ
　　　　高知県教育委員会事務局教育政策課　人事企画担当　濱川、中屋、武田　

〒７８０-８５７０　高知市丸ノ内１-７-５２　　　８２１－４５６８

採 用 試 験 の ご 案 内

常勤講師（期限付講師）・非常勤講師（時間講師）の募集

院長　森 木  光 司
吾川郡いの町3674 TEL（088）893‐0014

医療法人
光生会 森 木 病 院

内　科
外　科
小児科
循環器科
消化器科
リハビリテーション科
人工透析
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いの町観光協会からのお知らせ

　石鎚山系の紅葉も徐々に山里に下りていき、ＵＦＯラインで親
しまれている町道瓶ヶ森線は、紅葉の衣を脱ぎ、白い霧氷の花
が付くころになりました。
　冬を彩る幻想的な霧氷の世界を是非体験してみてください。
　なお、町道瓶ヶ森線は11月30日（月）15時（予定）で冬期閉鎖と
なります。

11月開始

♪日程や時間は講師と相談になります♪

申 込 ・

問 い 合 わ せ
11月から受付開始
４名以上で申込可能

※電話で３日前までに予約をしてください。
グリーン・パークほどの　　 ８６７－３７０５

おいしい
コーヒー付き♪雨でも

ＯＫ！！

四国のてっぺん便り

☆体☆体験！！アウトドアクッキング☆！アウトドアクッキング☆
『バウムクーヘン作バウムクーヘン作り』り』
☆体験！！アウトドアクッキング☆
『バウムクーヘン作り』

　誰もが知っている樹の年輪のお菓子『バウムクーヘン』作りが始まります。青竹に生地を重
ねて、ぐるぐると回して一層一層焼いた管理人・ほそやん特製のバウムクーヘンです。
　ちなみに…ドイツ語でバウムは「樹」、クーヘンは「お菓子」という意味だそうですよ。
　『簡単！楽しい！美味しい！！』この体験に是非挑戦してみませんか！！

【集合場所】　グリーン・パークほどの学習館
【受付時間】　8：30～ 14：30（この時間であればいつでもＯＫ）
【講　　師】　グリーン・パークほどの管理人・ほそやん　　　
【体 験 料】　１人 1，000円（小学生以下500円）
【所要時間】　約２時間30分
※２人で１本作ります。（縦約20㎝、直径約13㎝）

インプラント専用受付電話

（日曜日無料相談受付中：要予約）

インプラントを埋入後のメンテナンス 　インプラントを埋入した後、定期検診は
不可欠です。それは埋入したインプラント
体がしっかり機能するためにも必要です

が、口全体の咬み合わせを守るためにも大変重要なことなのです。
　インプラントを埋入された患者さんのお口の中は、ほとんどの方がインプラント体と天然歯
の混在です。特にインプラントと咬み合う天然歯の状態については注意が必要です。過大な咬
み合わせの力が生じる可能性があるからです。
　また、インプラント治療を行った後も、あごの状態が変わったり、そしゃくが偏ることにより、
咬合が変化する場合もあります。
　私たちインプラント治療を行う歯科医師は、治療に臨む段階から、治療後のメンテナンス期間
においても、そしゃくの訓練や習慣の改善、経時的変化においても常に予測し、咬合をチェック
し、観察していくことを要求されます。
　インプラント埋入後の定期検診は是非受けていただきたいです。

安光歯科　院長　安光　秀人
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広報いのは再生紙を使用し、 大豆インクで印刷しています。

11 /11～12 /12 11月１日～10日の予定は、広報10月号をご覧ください。
＜４か月児・７か月児健診、予防接種は個別に通知します。＞

11 月 12 月
11月１日～10日の予定は 広報10月号をご覧ください

保健行事予定表
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医療機関で受診を希望の場合は、受診の前に医療機関で受診日をご確認ください。

ー 医療機関でも健診が受けられます ー
※本年度の特定健診（健康診査）・胸部検診・胃がん検診･大腸がん検診の集団健診は、
　９月１日で終了しました。

健 診 を 受 け ま し た か ！

問い合わせ　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）　　893‐3811

いの町国保の40 ～ 74歳の方特定健診を受けましょう！！
「特定健康診査受診券」の有効期限が12月31日（木）に
なっていますので、それまでに受診してください。受診
券と問診票があれば、最寄りの医療機関で受診できます。
また、仁淀病院で受診される場合は、3,300円の自己負
担で、胸部検診･胃がん検診・
大腸がん検診をセットで受診す
ることも可能です。（申込締切日
11月30日（月）／ほけん福祉課へ
電話でお申し込みください。）

申し込みのあった方に受診券を発行しています。まだ受
診されていない方は、ほけん福祉課までお申し込みくだ
さい。受診券と問診票をお送りします。

■特定健診とは…
メタボリックシンドロームに着目した健診のことです。
■特定健診のメリットは…
○ご自身の健康状態を確認できます。
○糖尿病や心臓病・脳卒中等を予防し、いつまでも健や
かな生活を送ることにつながります。

※医療機関で受診する場合は、加入している医療保険の
保険者が発行した受診券が必要です。また、受診の前
に医療機関で受診日をご確認ください。

加入している医療保険の保険者又はお勤めされている企
業や事業所等に直接お問い合わせください。

75歳以上（後期高齢者医療保険）の方サラリーマンご本人やサラリーマンの
扶養家族となっている配偶者などの方


